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第 30 回全国パラスポーツ大会 審判員・要資格運営員養成計画 

 

 

１ 趣旨 

  第 30回全国パラスポーツ大会の各競技の円滑な運営と本県及び地域スポー

ツの一層の普及・振興を目的に、審判員及び要資格運営員の資格取得、資格

維持及び資質向上を図るため、審判員・要資格運営員養成計画を作成し、計

画的かつ円滑に事業を推進する。 

 

２ 基本事項 

  下記に基づいて第 30 回全国パラスポーツ大会審判員・要資格運営員養成計

画を作成する。 

（１） 第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大会 競技役員等

編成基本方針 

（２） 第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大会 競技役員等

養成基本方針 

（３） 第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大会 競技役員等

養成基本計画 

（４） 先催県における競技会運営状況 

（５） 競技団体役員数の現状 

 

３ 養成目標数 

各競技団体が、現在及び今後の競技団体内の状況を調査・想定し、審判員及

び要資格運営員の養成目標数を設定・・・＜別表＞ 

 

４ 養成年次計画 

  各競技団体が養成年次計画を作成し養成する。 

 

５ 養成方法 

  中央講習会等への派遣及び県内講習会の開催等により養成する。 

 

６ その他 

  毎年各競技団体の養成状況を確認し、適宜計画を見直すこととする。 

 

 

 

 



 
 

 ＜別表＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

県　内
必要数

開催時
従　事
見込数
※1

不足数

1 31 16 0 16 0 3 3 13 0 13 17

2 139 102 12 114 0 34 34 80 10 70 91

3 109 30 20 50 0 0 0 50 5 45 59

4 125 42 14 56 3 9 12 44 12 32 42

5 67 20 9 29 0 5 5 24 15 9 12

6 59 15 6 21 0 5 5 16 10 6 8

225 61 286 3 56 59 227 52 175 229

※1　開催時従事見込数 ： 2031年開催時に審判員・要資格運営員として活動できる県内有資格者数

※2　養成目標数 ： 原則として、⑨不足数に1.3を乗じた数（1.3倍の安全率は途中で資格取得が困難になった場合の減少数を考慮して設定）
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第30回全国パラスポーツ大会　審判員・要資格運営員養成目標数

530 


